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さいたま市水道局公共工事等前金払取扱要綱  

 

（趣旨） 

第１条  この要綱は、さいたま市水道局契約事務規程（平成１３年さいたま市水道部企業管

理規程第３４号）第１４条の規定による公共工事等に要する経費の前金払に関し必要な事

項を定めるものとする。 

（前金払の対象） 

第２条 前金払の対象となる経費は、契約金額が１件３００万円以上の建設工事並びに建設

工事に伴う設計、調査及び測量の業務委託（以下「工事等」という。）に要する費用とす

る。 

（前金払の割合等） 

第３条 前金払の金額は、契約金額の１０分の４（業務委託にあっては、１０分の３）以内

でさいたま市水道事業管理者（以下「管理者」という。）が定める額とする。 

２ 前金払の支払は万円単位で行い、１万円未満の端数は切り捨てる。 

３ 継続費等の２年以上にわたる契約における前金払は、当該継続費等の各年度の支払限度

額に相当する部分の工事等の金額に対してすることができる。 

４ 建設改良費繰越しの翌年度にわたる契約における前金払は、契約締結の当初における契

約金額の総額に対してすることができる。 

（前金払の申請等） 

第４条 前金払を受けようとする者は、前金払申請書（別記様式）に保証事業会社の保証書

（正副２通）を添えて管理者に提出しなければならない。 

２ 前金払を受けようとする者は、前項の規定による保証事業会社の保証（正副２通）の提

出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で

あって、当該保証契約の相手方である保証事業会社が定め、管理者が認めた措置を講ずる

ことができる。この場合において、前金払を受けようとする者は、当該保証事業会社の保

証（正副２通）を提出したものとみなす。 

３ 前金払の支払時期は、前金払申請書を受理した日から１４日以内とする。 

４ 前金払の支払いは、申請者が保証書に記載した前金払預託金融機関に振り込むものとす

る。 

（前金払額の変更） 

第５条 管理者は、前金払をした後、契約内容の変更により契約金額に著しく増額が生じた

ときは、変更後の前金払額に相当する額から既に支払った前金払額を差し引いた金額以内

の額を追加して支払うことができる。この場合においては、前条の規定を準用する。 

２ 前金払の支払を受けた者は、変更後の契約金額が当初の契約金額より著しく減額した場
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合において、既に支払った前金払額が変更後の契約金額の１０分の５を超えることとなっ

たときは、その超過した額を契約変更の協議が成立した日から３０日以内に返還しなけれ

ばならない。ただし、管理者は、この項の期間内に部分払をしようとするときは、その支

払額からその超過した額を控除することができる。 

（前金払の使途制限） 

第６条 前金払は、当該工事等の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費（当該工

事等において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費

及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額と

して必要となる経費以外の経費に充てることはできない。 

（前金払の返還） 

第７条 前金払の支払を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、前金払の全部

又は一部を返還しなければならない。 

(1)  前金払を前条に規定する経費以外の経費に充てたとき。 

(2)  契約を解除したとき。 

(3)  受注者又は受託者の責めに帰すべき理由によって、契約履行の進ちょくが著しく遅延

したと認められたとき。 

(4)  保証契約を解除したとき。 

(5)  前各号に定める場合のほか、管理者が特に必要と認めたとき。 

（遅延利息） 

第８条 管理者は、前条の規定に該当する場合において、返還すべき前払金を管理者の指定

する期日までに返還すべき額に契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律

（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が定める率（年当た

りの率は、閏年の日を含む期間についても、３６５日の割合とする。）を乗じて計算した

額（計算して求めた額の金額が１００円未満であるときは全額を、１００円未満の端数が

あるときはその端数を切り捨てるものとする。）を遅延利息として徴収することができる。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、前払金の取扱いに関し必要な事項は、管理者が別に

定める。 

附 記 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成１３年５月１日から実施する。 

 （岩槻市の編入に伴う経過措置） 

２ 岩槻市の編入の日の前日までに、編入前の岩槻市が締結した契約に係る前金払取扱要綱

（平成４年岩槻市制定。以下「編入前の岩槻市要綱」という。）の規定に基づく前金払に
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ついては、なお編入前の岩槻市要綱の例による。 

附 記 

 この要綱は、平成１５年４月１日から実施する。 

附 記 

 この要綱は、平成１５年９月１日から実施する。 

附 記 

 この要綱は、平成１７年４月１日から実施する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後のさいたま市水道局公共工事等前金払取扱要綱の規定は、この要

綱の施行の日（以下「施行の日」という。）以降に締結する契約について適用し、施行日

前に締結した契約については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この要綱は、平成２１年４月８日から施行し、この要綱による改正後のさいたま市水道

局公共工事等前金払取扱要綱の規定は、平成２１年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ 平成２１年３月３１日以前に締結した契約については、なお従前の例による。 

附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２８年８月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２９年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日以前に公告又は指名通知を行った契約については、なお従前の例に

よる。 

附 則 

 この要綱は、平成２８年８月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１５日から施行する。 
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附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

平成２０年度から「附記」⇒「附則」、「実施する。」⇒「施行する。」に変更  
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別記様式（第４条関係） 

 

  年  月  日 

 

 （あて先）さいたま市水道事業管理者 

 

 

 

受注者  住所 

 氏名              

 

 

 

前 金 払 申 請 書 

 

下記契約の前払金について、さいたま市水道局契約事務規程（平成１３年さい

たま市水道部企業管理規程第３４号）第１４条の規定により申請いたします。 

 

記 

 

件 名 
 

場 所 
 

期 間 
       年   月   日 から 

       年   月   日 まで 

契 約 金 額 
 

前払金請求額 
 

 

※添付書類  保証証書（電子保証の場合は、保証契約番号及び認証キー） 

契約書の写し 

さいたま市水道局の請求書 


